
 

 
 

一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について 

 
１ 依頼事項 

(１) 内容 
   本年１２月１日民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に向け、各地区推薦準備会

及び連合地区推薦準備会を開催し、候補者を推薦していただきます。 
(２) 推薦準備会について 

 
 
 
(３) 推薦準備会の開催時期 
   ６月から８月 にかけて、各地区で開催をお願いします。 
 
２ 推薦準備会開催にあたっての留意事項 

(１) 候補者の選考につきましては、全地区で推薦準備会を開催 し協議の上、推薦してください。 
(２) 推薦にあたりましては、民生委員・児童委員及び主任児童委員業務について、各候補者に十 

分な御説明をお願いします。 
(３) 推薦準備会推薦人の選出について、（連合）自治会町内会の代表の方と、地区民生委員児童

委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両者が出席しない場合は、推薦準

備会が開催できないこととしておりますので、御留意ください。 
※具体的な推薦手続については、６月に各自治会町内会長宛てに郵送させていただきます。 

 
３ 添付資料 

（１）【資料１】民生委員・児童委員、主任児童委員推薦（委嘱）の手続図 

（２）【資料２】平成２８年民生委員･児童委員、主任児童委員の一斉改選推薦の日程 
（３）【資料３】民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 
（４）【資料４】横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 

 （５）【別添】 民生委員・児童委員、主任児童委員の推薦事務のポイント 
 

４ その他 

  候補者への説明等にご活用いただくため、以下添付しています。 

（１）リーフレット（Ａ３〈一般編〉・Ａ４〈関係者編〉） 

（２）「よこはま民児協だより」（34号） 

 

５ 月 区 連 会 説 明 資 料 
平成 2 8 年５月 2 0 日 
福 祉 保 健 課 

民生委員・児童委員 ･･･ 地区推薦準備会 
主任児童委員    ･･･ 連合地区推薦準備会 
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上旬

中旬 　市連会協力依頼

下旬 　区連会協力依頼

上旬 　推薦事務説明会開催（６月２日（木）、６月３日（金））

中旬 　区役所から連合町内会・自治会町内会へ推薦依頼

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬 　　連合・地区推薦準備会から区役所へ候補者を内申

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬 　市推薦会、市審査会開催

上旬 　厚生労働大臣へ推薦

中旬

下旬

上旬 平成28年12月１日付け委嘱

中旬

下旬

①民生委員･児童委員

　  平成２８年１２月１日から平成３１年１１月３０日まで

②主任児童委員

　　平成２８年１２月１日から平成３１年１１月３０日まで

11
月

任　期

　　連合・地区推薦準備会開催

12
月

８
月

９
月

平成28年民生委員･児童委員、主任児童委員の一斉改選推薦の日程

５
月

６
月

７
月

10
月
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民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民生委員・児童委員の活動】 

○地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、相談を受けます。 

○福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。 

○住民が福祉サービスを必要とした場合、区福祉保健センターや地域ケアプラザ等に連絡し、

必要な支援を行います。 

○担当地区内の住民の実態や住民福祉ニーズを把握し、適切なサービスの提供が図られるよ

う支援します。 

○住民の求める生活支援活動を行い、支援の体制を作っていきます。 

○活動を通じて得た課題や改善点について関係機関などに意見を提起します。 

【主任児童委員の活動】 

○主に、地区を担当する民生委員・児童委員と連携して学校、児童相談所等、関係機関との

連絡・調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

【民生委員・児童委員、主任児童委員とは】 

○民生委員は、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助

を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。 

○児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。 

○主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当する民生委員・児童委員です。 

○横浜市では民生委員・児童委員は２００から４４０世帯に１人、主任児童委員は地区民生

委員児童委員協議会ごとに２人（地区の民生委員・児童委員の定数が４０人以上の場合は

３人）としています。 

○現在は、横浜市全体で約 4,500人の方が民生委員・児童委員（約 4,000 人）、主任児童委員

（約 500人）として委嘱され、活動しています。 

 
【民生委員・児童委員の身分等】 

○厚生労働大臣から委嘱され、横浜市長が担当区域を定める無報酬の非常勤特別職の地方公

務員です。 
○無報酬ですが、活動に必要な交通費等として、活動費を支給しています。 

 
【民生委員・児童委員の役割】 

○民生委員・児童委員の役割は、社会奉仕の精神を持ち、住民の立場に立ち相談を受け、住

民が尊厳をもって自立した生活ができるように支援を行うことにより、誰もが安心して暮

らせる地域福祉を推進することにあります。 

○民生委員・児童委員は、無理のない範囲で活動することを基本としています。それを踏ま

えて、地域において支援を必要とする人を早期に発見し、関係機関につなぐパイプ役とし

ての役割と、地域福祉活動を進めるためのネットワークをつくるコーディネーター役とし

ての役割をもっています。 

 

【守秘義務】 

○民生委員・児童委員は、民生委員法で守秘義務が課せられています。 

○個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は、民生委員・児童委員を辞めた後も、守る必

要があります。 

 
【民生委員・児童委員の地区組織】 

○概ね連合町内会の区域を単位として地区民生委員児童委員協議会が組織され、高齢者、障

害児・者や児童福祉など地域課題の解決に向けた具体的な活動が行われています。 

 

横浜市のホームページで民生委員の情報、委嘱状況などを公開しています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/mj/ 
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横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続（欠員補充・増員） 

 

 民生委員・児童委員 主任児童委員 

１．適任者 

①資格要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢要件 

（基準日：委嘱日

の属する年度

の４月１日現

在） 

 

 

 

 

 

③居住要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則６８歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

７４歳まで※ 

 

◆再任・元職   ７４歳まで 

 

 

 

 

 

原則、担当地域内に居住する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則５４歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

５８歳まで※ 

 

◆再任・元職 原則６０歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

６４歳まで※ 

 

 

 

原則、担当地域内に居住する方 

２．任期 ３年 

現在の任期は 

平成２８年１１月３０日まで 

３年 

現在の任期は 

平成２８年１１月３０日まで 

３．推薦主体 

 

①設置の単位 

 

 

②構成 

 

③構成員 

（推薦人） 

 

 

 

 

 

 

 

           

地区推薦準備会 

 

主に自治会町内会を単位とします。 

 

 

推薦人５～１０人 

 

自治会町内会の代表、地区民児協の

代表、その他地域住民の福祉等に関

係のある方 

自治会町内会の代表と地区民児協

の代表は、地区推薦準備会に必ず出

席してください。 

 

 

 

 

連合地区推薦準備会 

 

主に地区連合町内会を単位します。 

（地区民児協を単位とします。） 

 

推薦人５～１０人 

 

地区連合町内会の代表、地区民児協

の代表、その他児童の福祉等に関係

のある方 

地区連合町内会の代表と地区民児

協の代表は、連合地区推薦準備会に

必ず出席してください。 

 

地域の福祉活動やボランティア活動の人材情報を幅広く集め、地

区・連合地区推薦準備会で、適任者を選出します。 

・ 福祉の仕事に理解と熱意があり、民生委員･児童委員（主任児童

委員）活動に時間を割くことができる方 

・ 人格識見ともに高く、円満な常識を持ち、健康である方 

・ 担当する地域に居住し、住民の信頼があり、その地域の実情を

よく知っているだけでなく、地域の誰もが気軽に相談に行ける

ような方 

・ 民生委員･児童委員（主任児童委員）の職務を遂行する際に、個

人情報の取扱いについて、十分配慮し適正な管理ができる方 

※特例の場合でも、なるべく原則の年齢に近い方を推薦いただくことを基本とします。 

資料 ４ 



 民生委員・児童委員、主任児童委員共通 

４．地区推薦準備 

会開催 

           

 

 

・候補者の人選 

民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の人選を行い、候補者へ

「候補者履歴書（指定の様式）」の作成を依頼します。 

 

 

 

 

・推薦人の人選 

地区・連合地区推薦準備会推薦人を選出し、「地区・連合地区推薦準備

会推薦人選出報告書（指定の様式）」を作成します。 

・開催の案内 

地区・連合地区推薦準備会の日時と場所を決定し、選出した地区・連

合地区推薦準備会推薦人の方々にお知らせします。 

 

 

 

 

①開催条件の確認 

自治会町内会（地区連合町内会）の代表及び地区民生委員児童委員協

議会の代表が出席し、推薦人の半数以上が出席していることを確認し

ます。 

②会議の進行 

会議の座長を推薦人の互選により定め、座長は「地区・連合地区推薦

準備会推薦人の方々にお願い」を読み上げ、会議の趣旨の徹底を図り

ます。 

③審議 

 主に次の点について審議します。 

・適任者の要件を満たしているか。 

・欠格者に該当しないか。 

 ・年齢要件、居住要件を満たしているか。 

 ・個人情報の取扱いについて十分配慮し、適正な管理ができるか。 

④会議録の作成 

「地区・連合地区推薦準備会会議録（指定の様式）」を記載し、推薦人

に署名をいただきます。 

 （主な記載事項） 

 ・出席者数、会議の要旨や主な意見、適任者としての確認等 

 

 

 

  

地区・連合地区推薦準備会の終了後に、次の書類を区役所福祉保健課

へ提出してください。 

・「民生委員・児童委員候補者履歴書」「主任児童委員候補者履歴書」 

・「地区・連合地区推薦準備会会議録」 

・「地区・連合地区推薦準備会推薦人選出報告書」 

 

 

開催までの準備 

開 催 

候補者の内申 

履歴書は、地区・連合地区推薦準備会における審議資料として使

用し、それ以外の目的には使用しないことを候補者に伝え同意を

得てください。取扱いには十分注意してください。 

会議は非公開とし、出席者は議事に関する秘密を厳守します。 



 

民生委員・児童委員 豆知識 

歴史 

民生委員制度は大正 6 年に岡山県に設置された「済世顧問制度」に始まります。翌大正 7 年に大阪府で 

「方面委員制度」が発足し、昭和 3 年に方面委員制度が全国的に普及しました。横浜市でこの制度が制定 

されたのは大正 9 年でした。発足当初は、生活困窮者に対する生活支援を中心に活動していましたが、戦 

後（昭和 21 年）民生委員令の制定により名称が「民生委員」に改められ、地域の福祉増進のための幅広 

い活動に広がりました。昭和 22 年の児童福祉法の制定に伴い、「民生委員・児童委員」として地域の児童 

福祉活動の中心となりました。 

また、平成 6 年には多様化する児童問題に対応するために、児童に関することを専門的に担当する「主 

任児童委員」制度が創設されました。 

民生委員制度は、約 100 年の歴史のある制度で、民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域の皆さま 

の立場に立った相談・支援者として、生活を支えています。 

 

5 月 12 日は「民生委員・児童委員の日」 

岡山県済世顧問設置規程が公布された日を民生委員制度創設の日として定められました。 

全国民生委員児童委員連合会では、5 月 12 日からの 1 週間を、民生委員・児童委員の活動を地域の 

皆さまに知っていただくための「活動強化週間」としています。 

 

 

 

お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員のお問合せ先 

鶴見区福祉保健課 045-510-1791 金沢区福祉保健課 045-788-7821 

神奈川区福祉保健課 045-411-7132 港北区福祉保健課 045-540-2338 

西区福祉保健課 045-320-8436 緑区福祉保健課 045-930-2328 

中区福祉保健課 045-224-8151 青葉区福祉保健課 045-978-2433 

南区福祉保健課 045-341-1182 都筑区福祉保健課 045-948-2341 

港南区福祉保健課 045-847-8432 戸塚区福祉保健課 045-866-8418 

保土ケ谷区福祉保健課 045-334-6311 栄区福祉保健課 045-894-6924 

旭区福祉保健課 045-954-6101 泉区福祉保健課 045-800-2401 

磯子区福祉保健課 045-750-2411 瀬谷区福祉保健課 045-367-5710 

 

 

発行 

横浜市健康福祉局地域福祉保健部地域支援課 

電話：０４５－６７１－４０４６ 

 

 

 

 知っていますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  頼れる地域の相談役です 

 
 



民民生生委委員員・・児児童童委委員員ととはは  

＊民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員で、 

任期は３年です。 
＊全ての民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねているため「民生委員・児童委員」と 

いいます。 

＊横浜市では、約４,５00 人の民生委員・児童委員が活動しています。 

主主任任児児童童委委員員ととはは  

＊主任児童委員は、子どもや子育てなど児童に関することを専門に担当する民生委員・児童委員 

です。 

相談内容に応じて、その区域を担当する民生委員・児童委員や行政、学校、児童相談所など 

と連携し、相談支援を行っています。 

＊横浜市では、約 500 人の主任児童委員が活動しています。 

 

 

 

おお困困りりののととききははごご相相談談くくだだささいい  

民生委員・児童委員は、それぞれ担当する区域で、地域の身近な相談相手として、介護や子育 

てなど福祉に関する様々な相談に応じ、利用できる福祉サービスなどの情報提供を行ったり、 

行政や関係機関を紹介したりする「「つつななぎぎ役役」」となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安安心心ししてて相相談談ででききまますす  

民生委員・児童委員は、相談する人の秘密を守ることが 

民生委員法で定められています。 

ご相談の内容や秘密が第三者に漏れることはありません。 

安心してご相談ください。 

 

ここんんなな活活動動ももししてていいまますす  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいろろいいろろなな組組織織とと連連携携ししてていいまますす  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここののよよううにに選選ばばれれまますす  
 

 

区役所や社会福祉協議会、地域ケアプラザなど、様々な組織と連携しながら、地域福祉

の推進に取り組んでいます。 

  

自治会町内会を中心に構成される地

区推薦準備会（主任児童委員は連合地

区推薦準備会）の推薦を受けて、市の

推薦会、社会福祉審議会を経て、厚生

労働大臣から委嘱されます。 

全国で約 23 万人の民生委員・児童
委員が活躍しています。 

 

ひとり暮らしの高齢者な

どを訪問し、困りごとが

ないかなど確認します。 

 

 

 

 

 

高齢者や障害のある方

に関すること 

ひとり暮らしの不安、介

護サービスなどの相談・

情報提供 

子育てに関すること 

子育ての悩みの相談や

虐待防止の啓発など 

生活に関すること 

生活困窮や就労支援の

相談など 

ボランティアや地域の

方々と協力して、お食事

会や、仲間づくりのお手

伝いをします。 

高齢者や子育て中の方

のサロンの運営に協力

するなど、地域をサポ

ートします。 

委嘱状交付 

厚生労働大臣 

推薦 

推薦 

諮問 

委嘱 

決定 

推薦 

答申 
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民生委員・児童委員（以下「民生委員」）は、地域のためにどんな活動をしているの？ 

 

 

 

 

 

 
 

 【ある民生委員の活動記録】 

個別支援 会議・研修 地域福祉活動 

（平均 2.4 件／月） 

○ひとり暮らしの高齢者のお宅を訪問した。 

○介護保険を利用したいと相談があったの

で、区役所の担当課につないだ。 

（平均６件／月） 

○地区定例会に参加し、地域

の方から受けた相談の対応方

法などについて意見交換した。 

（平均 4.3 件／月） 

○地域の子育てサロンに

協力した。 

 

 

 

地域に民生委員がいないとどうなるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員が相談を受けて困ったときは、どうするの？ 

 

 

 

 

 

地域の方が抱える福祉に関する様々な困りごとをお伺いし（※）、その解決に向けて相談

者と一緒に考えたり、区役所などの相談窓口を紹介するなど、「つなぎ役」としての活動を

行っています。 
（※民生委員には守秘義務があります。支援が必要と思われる際、同意をいただいたうえで、関係機

関などに情報をお伝えする場合があります。） 

民生委員は上記のような活動を行っています。 

具体的には、高齢者や障害のある方など要支援者の見守り、虐待の早期発見、生活

困窮者やひとり親家庭の相談・支援などのほか、地域の福祉活動などへの参加や協力

を行っています。 

民生委員の日々の活動によって、例えば、ひとり暮らしの高齢者など要支援者の把握

につながり、身近な相談相手がいることによって、より支援の手が届きやすくなります。 

民生委員は、自治会町内会をはじめとする様々な方々と連携しながら、地域の一員と

して福祉を支える大切な役割を担っています。 

【横浜市では２００～４４０世帯に１人を基準として担当地域を受け持つ約 4,500 人の民生委員が活動して

います。】 

民生委員は、地区ごとに組織される「地区民生委員児童委員協議会」の一員となります。

この協議会では、福祉に関する情報伝達や、地域課題の共有などを行っていますので、困

ったときは、民生委員同士、相談をすることができます。 

   また、民生委員が安心して活動できるよう市・区役所や社会福祉協議会（以下「社協」）、

地域包括支援センター（地域ケアプラザ）などの関係機関もバックアップしています。 

知っていますか？ 



  

 

民生委員に身近な生活支援を頼めるの？ 

 

 

 

 

 

 

民生委員は、地域の福祉活動にどのように関わっているの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員には、報酬は出るの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任児童委員はどのような活動をするの？ 

 

 

民生委員は、無報酬のボランティアとして活動しています。 

ただし、日々の活動に必要な費用（電話代や交通費など）として活動費が支給されま

す。また、全ての民生委員が保険に自動的に加入しますので、万一活動中にケガをし

た場合などに補償を受けることができます。 

なお、負担していただくものとして、民生委員児童委員協議会や社協の会費などがあ

ります。 

民生委員は、直接的な生活の支援を行うのではなく、例えば、買い物のお手伝いや

ごみ出し、病院への送り迎えなどの生活支援について適切なサービス利用やボランテ

ィアなどを紹介する「つなぎ役」を担います。 

  民生委員は個別の支援活動のほか、地域の福祉活動に携わりますが、主なものに

社協と連携した活動があります。生活福祉資金貸付事業や街頭での共同募金活動へ

の協力など、社協の会員としてさまざまな事業・活動に関わっています。社協と連携す

ることで、地域の福祉関係者とのネットワークが広がり、地域の福祉情報が得られた

り、必要な支援につなげたりすることができます。 

※社協は、ボランティア団体、民生委員、社会福祉施設などの社会福祉関係者や、保健・医療・教育

などの関係機関の参加・協力のもと、地域福祉の推進のために活動を行っている民間団体です。 

主任児童委員は、子どもや子育てに関することを専門に担当する民生委員・児童委

員です。相談内容に応じて、その区域を担当する民生委員・児童委員や行政、学校、児

童相談所などと連携して活動しています。 

横浜市 
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